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(57)【要約】
【課題】複数本の光ファイバの端末部分の被覆除去を同
時に、かつ短時間に行うことができる光ファイバ用被覆
除去工具を提供する。
【解決手段】光ファイバ裸線１６の外周に被覆８を有す
る光ファイバ６の端末の被覆８を除去する被覆除去工具
１において、被覆８を切削する切削刃９が設けられてい
る上側ベース部材４と、光ファイバ６を載置する板部７
が発泡部材５を介して設けられている下側ベース部材２
とを備え、上側ベース部材４及び下側ベース部材２は、
一端側で回動自在に連結されており、切削刃９及び板部
７が対向して配置されているものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバ裸線の外周に被覆を有する光ファイバの端末の被覆を除去する被覆除去工具
において、
　上記被覆を切削する切削刃が設けられている上側ベース部材と、
　上記光ファイバを載置する板部が発泡部材を介して設けられている下側ベース部材とを
備え、
　上記上側ベース部材及び上記下側ベース部材は、一端側で回動自在に連結されており、
上記切削刃及び上記板部が対向して配置されていることを特徴とする被覆除去工具。
【請求項２】
　上記下側ベース部材には、潤滑剤を含浸したガイド部材が上記板部に隣接して設けられ
ている請求項１記載の被覆除去工具。
【請求項３】
　上記切削刃は、上記上側ベース部材に切削刃保持部材を介して着脱可能に設けられてい
る請求項１又は２記載の被覆除去工具。
【請求項４】
　上記切削刃は、上記板部に対して２０°から５０°傾斜するように上記上側ベース部材
に設けられている請求項１～３のいずれかに記載の被覆除去工具。
【請求項５】
　上記板部は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３のデュロメータタイプＡによるゴム硬度が４０度以
上８０度以下のゴム材料からなる請求項１～４のいずれかに記載の被覆除去工具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバの端末部分の被覆を除去する光ファイバ用被覆除去工具に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　図４に示すように、光ファイバ裸線１６の外周に被覆８を形成してなる光ファイバ６の
端末部分の被覆８を除去する場合、図５に示すような、被覆除去ストリッパ２０が用いら
れている。この被覆除去ストリッパ２０は、先端に光ファイバ裸線１６の外径よりも大き
く、かつ、光ファイバ６の外径よりも小さい内径の凹部２１を有し、図６（ａ）に示すよ
うに凹部２１に光ファイバ６の端末部分を挟み込み、図６（ｂ）に示すように引き抜き方
向Ｆへ引き抜くことにより被覆８を除去できるように構成されている。
【０００３】
　また、他の方法としては特許文献１記載の被覆除去工具（図示せず）を用いるものが知
られている。この被覆除去工具は、光ファイバ６の外径と同等なガイド溝が形成された一
方のベース部材と、切削刃が設けられている他方のベース部材とを回動自在に連結して構
成され、一方のベース部材のガイド溝に光ファイバ６の端末部分を挿入し、光ファイバ６
の被覆８と切削刃の先端が接触するよう両ベース部材を重ね合わせて固定し、その後、ガ
イド溝に沿って光ファイバ６を引き抜くことにより、被覆８を除去するものである。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２２９６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、図５に示す被覆除去ストリッパ２０を用いて作業した場合、光ファイバ６の
外径と凹部２１のサイズが合わず、切り込み加減をうまく調整できずに、光ファイバ６を
傷つけてしまう場合があった。
【０００６】



(3) JP 2009-251165 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

　一方、特許文献１に記載の被覆除去工具を用いて作業した場合、光ファイバ６を傷つけ
ずに安全に作業を行える。
【０００７】
　しかしながら、図５に示す被覆除去ストリッパ２０や、特許文献１記載の被覆除去工具
では、ともに、１回の作業において１本の光ファイバ６の被覆８を除去することしかでき
ず、作業効率が悪いという問題があった。また、これら工具では、光ファイバ６の被覆８
を除去することができる心線サイズが、凹部２１やガイド溝の大きさによって決められて
しまい、外径が異なる複数種類の光ファイバ６の被覆除去作業を行う場合、工具の選定を
その都度行わなければならず、使い勝手が悪いという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、複数本の光ファイバの端末部分の被覆除去を同時に、かつ短
時間に行うことができる光ファイバ用被覆除去工具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明は、光ファイバ裸線の外周に被覆を有する光ファイバ
の端末の被覆を除去する被覆除去工具において、上記被覆を切削する切削刃が設けられて
いる上側ベース部材と、上記光ファイバを載置する板部が発泡部材を介して設けられてい
る下側ベース部材とを備え、上記上側ベース部材及び上記下側ベース部材は、一端側で回
動自在に連結されており、上記切削刃及び上記板部が対向して配置されているものである
。
【００１０】
　上記下側ベース部材には、潤滑剤を含浸したガイド部材が上記板部に隣接して設けられ
ているとよい。
【００１１】
　上記切削刃は、上記上側ベース部材に切削刃保持部材を介して着脱可能に設けられてい
るとよい。
【００１２】
　上記切削刃は、上記板部に対して２０°から５０°傾斜するように上記上側ベース部材
に設けられているとよい。
【００１３】
　上記板部は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３のデュロメータタイプＡによるゴム硬度が４０度以
上８０度以下のゴム材料からなるとよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複数本の光ファイバの端末部分の被覆除去を同時に、かつ短時間に行
うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の好適実施の形態を添付図面を用いて説明する。
【００１６】
　図１、図２及び図３に示すように、光ファイバ用被覆除去工具１は、下側ベース部材２
と、下側ベース部材２上に重ねて配置されて下側ベース部材２に対向して配置されると共
に下側ベース部材２にヒンジ３を介して回動自在に連結される上側ベース部材４と、下側
ベース部材２上に発泡部材５を介して設けられ光ファイバ６を複数載置するための板部７
と、上側ベース部材４に設けられ、板部７上に載置した複数の光ファイバ６の被覆８を一
括して切削するための切削刃９とを備えて構成される。
【００１７】
　下側ベース部材２と上側ベース部材４は、それぞれ略矩形板状に形成されており、長手
方向の一端をヒンジ３を介して連結される。また、下側ベース部材２の他端側には、上面
が一端部より下方に位置するように板厚を薄く形成された薄板部１０が形成され、上側ベ
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ース部材４の他端側には、下面が一端部より上方に位置するように板厚を薄く形成された
薄板部１１が形成される。
【００１８】
　板部７は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３のショアＡによるゴム硬度が４０度以上８０度以下の
ゴム材料からなり、下側ベース部材２の薄板部１０上に発泡部材５を介して設けられる。
板部７に用いるゴム材料としては、例えばブチルゴム、ウレタンゴム、シリコンゴム、フ
ッ素ゴムなどが挙げられるが、ゴム強度が４０度以上８０以下の材料であれば、特にこれ
らに限定されるものではない。また、板部７は、上側ベース部材４を下方に回動させて下
側ベース部材２と上側ベース部材４とからなる工具本体１２を閉じたとき、切削刃９の先
端と接する位置に配置されており、板部７上に光ファイバ６を載置し、さらに工具本体１
２を閉じたとき切削刃９と板部７とで光ファイバ６を挟んで固定するようになっている。
発泡部材５は、スポンジ強度が２０度以下のスポンジ状の部材からなり、板部より柔らか
く形成されている。発泡部材５の材料としては、シリコン、ウレタンなどが挙げられるが
、スポンジ強度が２０度以下の材料であれば、特にこれらに限定されるものではない。発
泡部材５は、緩衝部材としての機能を有する。
【００１９】
　切削刃９は、略矩形状に形成されると共に一辺に直線状に延びる刃１３を有し、上側ベ
ース部材４の薄板部１１に切削刃保持部材１４を介して着脱可能に設けられる。これによ
り、切削刃９は、未作業時に切削刃保持部材１４から着脱でき、適宜交換できるように保
持されると共に、被覆除去作業時には、切削刃保持部材１４から離脱しないように保持さ
れる。また、切削刃９は、工具本体１２を閉じたとき板部７に対して所定角度αだけ傾斜
するように切削刃保持部材１４に保持され、切削刃９と板部７との間に光ファイバ６を挟
んだ後、被覆除去工具１を切削刃９の刃１３が向く方向Ｆ２に光ファイバ６から引き抜く
ように移動させることで被覆８を剥ぎ取るようになっている。具体的には、所定角度αは
２０°から５０°に設定されるとよく、より好ましくは３０°から４０°に設定されると
よい。
【００２０】
　また、下側ベース部材２には、光ファイバ６表面と板部７との界面のすべり性を向上さ
せるための潤滑剤を含浸したガイド部材１５が板部７に隣接して、かつ、所定間隔を隔て
て設けられる。具体的には、ガイド部材１５は、潤滑剤を含浸した発泡材からなり、板部
７と並行して、かつ、上面の高さが板部７と同じになるように配置されている。また、ガ
イド部材１５は、切削刃９の刃１３が向く方向とは反対側の板部７に隣接して配置され、
光ファイバ６に沿って被覆除去工具１を引き抜いて光ファイバ６の被覆８を剥ぎ取るとき
、板部７の引き抜き方向後方で光ファイバ６に当接して被覆除去工具１の移動をガイドす
るようになっている。ガイド部材１５は、潤滑油を含むため、被覆除去工具１を引き抜く
ための引き抜き力を低減し、ストリップ性を向上させて光ファイバ裸線１６の損傷等を防
止することができる。
【００２１】
　次に本実施の形態の作用を述べる。
【００２２】
　図２に示すように、光ファイバ６の端末から被覆８を除去する場合、板部７上に複数本
の光ファイバ６の端末部分を並行に載置する。このとき、除去すべき被覆８が切削刃９を
境としてその刃１３が向く方向Ｆ２側に位置されるように光ファイバ６を配置する。
【００２３】
　この後、図３に示すように、工具本体１２を閉じて切削刃９と板部７との間に光ファイ
バ６を挟み、被覆除去工具１を光ファイバ６の先端方向Ｆ２に光ファイバ６の長手方向に
沿って引き抜く。工具本体１２を閉じることで切削刃９は光ファイバ６の被覆８の内部に
押し込まれるよう押圧され、被覆除去工具１が上記方向Ｆ２に引き抜かれることによって
切削刃９が光ファイバ裸線１６に沿って被覆８を切断して被覆８が光ファイバ６から除去
される。このとき、板部７と下側ベース部材２との間に発泡部材５が設けられているため
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、光ファイバ６を切削刃９と板部７との間で押圧しながら被覆除去工具１を引き抜く際、
板部７に載置されたそれぞれの光ファイバ６に作用する押圧力を、板部７の一端側（ヒン
ジ３側）に配置されたものから他端側（ヒンジ３とは反対側）に配置されたものまでバラ
ツキなく均一にすることができ、板部７上に配置されたそれぞれの光ファイバ６の被覆８
を均一に除去することができ、複数本の光ファイバ６の端末部分の被覆除去を同時に、か
つ、短時間に行うことができる。また、板部７と切削刃９との間に光ファイバ６を挟んだ
とき、発泡部材５が圧縮して光ファイバ６に接する位置の板部７が若干窪むため、切削刃
９から光ファイバ６を適度に逃がすことができ、切削刃９が光ファイバ裸線１６内まで達
するのを防止することができ、被覆除去作業による光ファイバ裸線１６への損傷等を防止
することができる。そして、光ファイバ６への押圧力の調整を不要にでき、どの作業者も
被覆除去作業を容易に、かつ、安定して行うことができる。
【００２４】
　このように、被覆８を切削する切削刃９が設けられている上側ベース部材４と、光ファ
イバ６を載置する板部７が発泡部材５を介して設けられている下側ベース部材２とを備え
、上側ベース部材４及び下側ベース部材２は、一端側で回動自在に連結されており、切削
刃９及び板部７が対向して配置されているため、複数本の光ファイバ６の端末部分の被覆
除去を同時に、かつ短時間に安定して行うことができる。
【００２５】
　下側ベース部材２には、潤滑剤を含浸したガイド部材１５が板部７に隣接して設けられ
るものとしたため、被覆除去工具１を光ファイバ６に沿って引き抜くときの引き抜き力の
増加を抑えつつ被覆除去工具１を一定の姿勢にするようにガイドでき、被覆除去作業を安
定して行うことができる。
【００２６】
　切削刃９は、上側ベース部材４に切削刃保持部材１４を介して着脱可能に設けられてい
るものとしたため、切削刃９の研磨、交換等のメンテナンスを容易に行うことができる。
【００２７】
　切削刃９は、板部７に対して２０°から５０°傾斜するように上側ベース部材４に設け
られているものとしたため、光ファイバ裸線１６を傷つけることなく安定して被覆８を切
削することができる。
【００２８】
　板部７は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３のデュロメータタイプＡによるゴム硬度が４０度以上
８０度以下のゴム材料からなるものとしたため、板部７と切削刃９との間に光ファイバ６
を挟んだとき、適度に窪ませて切削刃９から光ファイバ６を適度に逃がすことができ、切
削刃９が光ファイバ裸線１６内まで達するのを防止でき、被覆除去作業を容易に安定して
行うことができる。
【００２９】
　なお、ガイド部材１５は、板部７及び発泡部材５と離間されるものとしたが、接してい
てもよい。また、ガイド部材１５には、発泡部材５と同様の材料を用いることができる。
例えば、スポンジ状のシリコン、ウレタンなどが挙げられるが、これに限定されるもので
はない。
【００３０】
　また、本実施の形態に係る被覆除去工具１においては、板部７上に光ファイバ６を複数
並行に配置し、上側ベース部材４と、下側ベース部材２とで挟み込むことで光ファイバ６
を固定することができる。このことから、光ファイバ６の外径（心線サイズ）によらずに
光ファイバ６を配置させて光ファイバ６の端末部分の被覆８を除去することができ、被覆
除去作業中に外径が異なる複数種類の光ファイバ６を取り扱う場合でも、同一の被覆除去
工具１で複数種類の光ファイバ６の被覆除去作業を行うことができ、被覆除去工具１の選
定をその都度行う必要がなく、使い勝手がよい。
【００３１】
　また、ガイド部材１５の上面の高さは被覆除去工具１の移動を良好にガイドできる高さ
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であればよく、必ずしも板部７と同じでなくともよい。
【００３２】
　また、板部７上に光ファイバ６を複数載置するものとしたが、複数に限るものではない
。光ファイバ６の板部７上に１本の光ファイバ６を載置する場合も同様に被覆除去作業を
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の好適実施の形態を示す被覆除去工具の概略斜視図である。
【図２】被覆除去工具の側面図である。
【図３】被覆除去工具の正面図である。
【図４】光ファイバの端末の斜視図である。
【図５】被覆除去ストリッパの側面図である。
【図６】（ａ）は被覆除去ストリッパで光ファイバの端末部分を挟み込んだ状態の説明図
であり、（ｂ）は（ａ）の被覆除去ストリッパを引き抜き方向Ｆへ引き抜いた状態の説明
図である。
【符号の説明】
【００３４】
１　被覆除去工具
２　下側ベース部材
３　ヒンジ
４　上側ベース部材
５　発泡部材
６　光ファイバ
７　板部
８　被覆
９　切削刃
１４　切削刃保持部材
１５　ガイド部材
１６　光ファイバ裸線
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